
　【歳 入】市町村交付金（社会保障財源化分）

　【歳 出】社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費
　　　　（うち一般財源額）

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

43,291,544 29,152,609 1,300 907,264 13,230,371 1,885,169

障 害 者 福 祉 事 業 8,580,240 5,864,948 186,426 2,528,866

高 齢 者 福 祉 事 業 932,896 1,300 210,692 720,904

児 童 福 祉 事 業 7,363,482 4,369,683 232,973 2,760,826

母 子 福 祉 事 業 5,560,748 3,521,873 33,839 2,005,036

生 活 保 護 事 業 20,854,178 15,396,105 243,334 5,214,739

2,436,189 1,703,167 733,022 104,447

国 民 健 康 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

1,358,382 1,018,787 339,595

介 護 保 険 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

165,299 165,299

後 期 高 齢 者 医 療 事 業
（ 特 別 会 計 繰 出 金 ）

912,508 684,380 228,128

1,363,343 55,830 4,665 1,302,848 185,640

疾 病 予 防 対 策 事 業 1,205,684 46,205 4,205 1,155,274

健 康 増 進 事 業 157,659 9,625 460 147,574

47,091,076 30,911,606 1,300 911,929 15,266,241 2,175,256

※　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は，各事業に要する一般財源の比率に応じ按分して充当しています。
※　上記の事業費には事務費，事務職員人件費は含まれていません。

合　　　計

平成２９年度函館市一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられる社会保障施策に要する経費について

　平成２６年４月１日から消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い，地方消費税交付金

の増収分については，その使途を明確化し，社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成２９年度函館市一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況は以下のとおりとなります。

2,175,256千円

47,091,076千円
(15,266,241千円)

事　　業　　名
平成29年度
決　算　額

財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

う　　　ち
地方消費税
交　付　金
社会保障
財源化分

国　(道)
支 出 金

市　　債 そ の 他

（単位：千円）

社　会　福　祉

社　会　保　険

保　健　衛　生


